
国 道
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Ⅱ　公共事業評価経過                                                       

（１）事業実績及び今後の計画

28 29 30 元 2 3 4 5 ～ 8 9

（２）進捗状況

2.11

前回算定年度　：H26年度（2014年度）【事前評価】
前回算定時B/C：1.47
変更理由
・事業費及び事業期間変更のため
・海岸事業の費用便益分析指針の一部更新による被害率の上昇および各種資産評価単価の上昇

●「海岸事業の費用便益分析
指針（改訂版）（農林水産
省・国土交通省）H16.6
（R2.4 一部更新）」に基づ
き算出
●効果及び費用はR3に現在
価値化し、「整備期間＋完了
後50年間」で算出
●費用は現在価値化及び50
年間の維持管理費の計上によ
り総事業費と異なる

浸水防護便益 5,847 事業費 2,534

維持管理費 235

２．事業効果

経済効果の内訳（百万円） 費用の内訳（百万円） Ｂ／Ｃ

合計（Ｂ） 5,847 合計（Ｃ） 2,769

41

備 考

項 目 R3現在 項 目 R3現在 R3現在

護岸本体工L=610mの整備が完了。
今後の事業実施に当たって特に大きな支障となるものはないため、事業期間を変更し実施する。

ｂ
ａ：概ね予定どおり実施している。
ｂ：事業計画・期間等を変更し実施する。
ｃ：問題が生じ、実施に支障をきたしている。

１．進捗状況

施工（工種）区分 工 事 内 容 進捗状況 事業費（百万円）

護岸 L=1,640m 12% 2,806

測量設計費 設計、調査 88% 193

用地費及補償費 補償工事 0%

Ⅳ　事業の実施状況

４．関連する事業

事 業 名 事 業 主 体 事 業 期 間 事業費（百万円） 事 業 内 容

３．事業効果を及ぼす
地域・対象

●防護延長：1,640m　　●防護面積：84.0ha　　●防護人口：300人
●家屋 ：128戸
●事業所 ：16棟（豊頃町役場大津支所、警察官駐在所、消防署大津分遣所、大津小学校、コミュニティーセンターなど含む）

17%
(2016) (2016) (2021) (2027)

変更理由・内容
事業費の増：１）H28.4海岸保全施設設計の基準と運用の改訂に伴う護岸断面の変更、２）ボーリング調査・安定照査等の増、３）資材及び労務単価
の上昇や消費税率の変更による増額
事業期間の延伸：１）各変更要因に伴う施工期間を精査したことによる事業期間延伸

今回評価
H28 H28 R3 R9

5 3,040 1,368 104 516

Ⅲ　事業採択前の状況

１．事業採択に至る
　経過と背景

●S35年（1960年）5月 チリ地震により、最大4.0mの津波発生
●H15年（2003年）9月 十勝沖地震により、最大3.2mの津波発生
●H23年（2011年）3月 東北地方太平洋沖地震により、最大4.3mの津波発生

２．事業検討の手続
（住民ﾆｰｽﾞの把握等）

●S36年（1961年）5月  海岸保全区域指定
●H26年（2014年）6月  大津地区海岸保全施設の計画内容について、豊頃町と打合せ
●H26年（2014年）7月  開発建設部池田河川事務所と打合せ、河川堤防取付区間の連携について了解を得る
●H26年（2014年）11月  概略平面図、断面図により地域住民に説明し了解される
●H27年（2015年）1月　豊頃町役場より、大津海岸事業の整備要望

H28 H37
1,850

(2016) (2016) (2025)

前回評価

833
経
過
年
数

事

業

費

総事業費(a) 道負担額 当該年度事業費 累積事業費(b)

集中豪雨や豪雪、地震、津波等の自然災害に対応する
ため、公共土木施設の総合的な防災対策を推進し、耐
災害性を向上させることにより、住民の生命・財産を
守り、国土の保全を図る。

関連する指標 —

（単位：百万円）

事

業

経

過

事業採択 着手 評価年度 完了予定

総合計画での
位置付け

施策名 大規模自然災害対策の推進（強靭化） 総合計画：大項目 生活・安心

総合計画：中項目 強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮 総合計画：小項目 大規模自然災害に対する北海道自らの脆弱性の克服

施策目標

進捗率(b)/(a)

事前評価
又は当初

H28

　用地費及補償費　1式 40 41

今回評価

　護岸　　L=1,640m 1,740 2,806

　測量設計費　　　1式 70 193
事業目的・目標

●豊頃町大津海岸は、昭和35年（1960年）のチリ
地震津波により甚大な被害を受けたことを契機に、同
年から護岸を整備してきた。
●平成15年（2003年）9月の十勝沖地震や平成23
年（2011年）3月の東北地方太平洋沖地震により、
津波が来襲している。
●当海岸の護岸の天端高さについては、平成23年
（2011年）の東北地方太平洋沖地震後の国の方針に
基づき、北海道が平成25年（2013年）に設定した
設計津波水位（Ｌ１津波）より低いことから、津波対
策として護岸改良の整備を行い、背後地の浸水被害を
防止又は軽減し、地域住民の安全・安心を確保する。

事 業 概 要

●当海岸は太平洋沿岸中部に位置し、十勝川堤防と大津漁港を結ぶ平坦な地
形であり、背後地には家屋等が密集している。
●本事業では、設計津波水位に対し護岸の高さが不足している約1.6kmの区
間を津波対策として整備する。

工 事 費 内 訳

（百万円） （百万円）

計画延長　L=1,640m 前回評価

【アウトカム】 等
・公共施設（豊頃町役場支所、警察官駐在所、大津小
学校等）を含む家屋等144棟 計 1,850 3,040

1,672 1,368
事 業 費 3,040 百万円 負 担 割 合

55.0% 45.0%

Ⅰ　基本事項（基準日時点）

事 業 種 別 海岸高潮対策費（社会資本整備総合交付金）　 地区名 大津
おおつ

海岸
かいがん

市町村名 豊頃町

市町村 その他

（様式3）

令和3年度（2021年度）公共事業再評価調書 基準年月日 令和3年8月1日

調 書 番 号 08-15 所 管 部 建設部
作成責任者 建設部土木局河川砂防課砂防災害担当課長　松田 哲夫

担当係 災害復旧係（内）２９－４２５

L=610m L=1,030m



（１）環境上の配慮及び課題

（２）事業推進に対する住民の動向

（３）その他の課題

補足資料
Ⅶ　事業計画変更　                                                  

再評価

変更理由・内容

変更①：事業費の変更
　　　　　１）H28.4海岸保全施設設計の基準と運用の改定に伴う構造の変更
　　　　　　・液状化対策（地盤改良）範囲の増大
　　　　　　・地盤改良範囲拡大に伴う法線前出しによる基礎根入の増大
　　　　　　・圧密沈下対策（プレローディング工法）の追加
　　　　　２）ボーリング調査・安定照査等の増
　　　　　３）資材及び労務単価の上昇や消費税率の変更による増額

　　　　事業期間の延伸
　　　　　１）各変更要因に伴う施工期間を精査したことによる事業期間延伸

5変更⑩

変更⑨

変更⑧

変更⑦

変更⑥

変更⑤

変更④

変更③

変更②

進捗率(b)/(a)

1,850 833

3,040 1,368 104 516 17%
(2016) (2016) (2021) (2027)

H28 H28 H37

事

業

費

総事業費(a) 道負担額 当該年度事業費 累積事業費(b)

２．その他の取組
　事項

●海岸管理者として月１回の定期ﾊﾟﾄﾛｰﾙ及び高波浪時の点検ﾊﾟﾄﾛｰﾙを行っており、異常発見時には道単独費等において応急措置を施している。
●豊頃町では「豊頃町地域防災計画（平成31年3月）」をＨＰに掲載して周知しているほか、津波ハザードマップを配布するなど地域住民の防
災力強化に努めている。

（単位：百万円）

事

業

期

間

事業採択 着手 変更年度 完了予定

経

過

年

数

(2016) (2016) (2025)

変更① 1回目
H28 H28 R3 R9

事前評価
又は当初

左記以外の変更

有 無

Ⅵ　備　　考

１．評価履歴

事前評価：　平成26年度（2014年度）評価　　評価結果：要望を行うことは妥当　B／C：1.47
再評価　：　該当なし

４．対処方針

事業の必要性に変化はなく、地元からも早期完成要望を受けているため、令和９年度（2027年度）の完成を目指し事業継続する。

ａ ａ：継続　　ｂ：終了　　ｃ：休止　　ｄ：中止

事業期間変更の有無 有 事業費変更の有無 有 事業内容変更の有無
目的・規模等に係る変更

２．事業を推進する
　上での課題

●サケ定置網漁及び準備期間（５月～11月）は漁網の整備等で護岸前面を使用するため、調整し影響がないよう配慮している。

●千島海溝周辺を震源とする巨大地震に伴う津波被害が強く懸念されており、事業着手以降も地元住民や豊頃町から、早期完成に向けて毎年強
い要望が出されている。

●特になし

３．事業達成の
　見込み

事業期間が長期に及ぶものの、現状では事業進捗に大きな支障となるものはなく、順調に進捗していく見込みである。

ａ
ａ：現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。

ｂ：課題はあるものの達成は可能である。

ｃ：大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。

Ⅴ　評　　価

１．必要性

●本事業は、津波による浸水被害から人命や背後の家屋等を防護するためのもの。
●事業の必要性に変化はなく、着実に事業の進捗を図る必要がある。

ａ
　ａ：事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。　　　ｂ：着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。

　ｃ：着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。

３．コスト縮減
　などの取組

取 組 の 項 目 取 組 内 容 縮減額（百万円）

前浜土砂の流用 プレロード盛土材として前浜土砂を使用 45



事　業　概　要　図

事業種別 着手年度

●当海岸は太平洋沿岸中部に位置し、十勝川堤防と大津漁港を結ぶ平坦な地形で、背後地には家屋等が密集
している。

●本事業では、設計津波水位に対し護岸の高さが不足している約1.6km区間を津波対策として整備する。

護岸 標準断面図

H28
(2016)

●豊頃町大津海岸は、昭和35年（1960年）のチリ地震津波により甚大な被害を受けたことを契機に、同
年から護岸を整備し、背後地を防護してきた。

●当海岸の護岸等の天端高さについては、平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震後の国の方針に基
づき平成25年（2013年）に設定した設計津波水位（L1津波）より低いことから、津波対策として護岸改
良等の整備を行い、背後地の浸水被害を防止又は軽減し、地域住民の安全・安心を確保する。

事業の目的

事業の概要

大津海岸地区名
海岸高潮対策費

（社会資本整備総合交付金）

±0

【凡例】

：受益区域

：護岸（計画対象）

：護岸（整備済み区間）

：海岸保全区域

盛土

道道911号

道道912号

大津小学校

豊頃町役場大津支所

大津地域コミュニティーセンター

郵便局

豊頃消防署

大津分遣所

池田警察署大津

警察官駐在所

計画区間 L=1.6km

整備済み区間 L=0.6km

十勝川

大津漁港

T.P.＋5.5m
T.P.＋4.7m

T.P.-2.0m

T.P.-3.5m

T.P.-6.8m

16.8m

5.8m

3.3m

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

地盤改良

撤去
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